
第２回 宮代町空家等対策協議会      

法律の条文 民法／空家等の推進に関する特別措置法（抜粋） 

●民法 

（不在者の財産の管理） 

第２５条 従来の住所又は居所を去った者（以下「不在者」という。）がその財産の管理人

（以下この節において単に「管理人」という。）を置かなかったときは、家庭裁判所は、

利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずること

ができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 

２ 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、

利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 

 

（所有者不明土地管理命令） 

第２９４条の２ 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができ

ない土地（土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又

はその所在を知ることができない土地の共有持分）について、必要があると認めるとき

は、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者

不明土地管理人（第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。）による管

理を命ずる処分（以下「所有者不明土地管理命令」という。）をすることができる。 

２ 所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地

（共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物

である土地）にある動産（当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又

は共有持分を有する者が所有するものに限る。）に及ぶ。 

３ 所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不

明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とさ

れた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分

その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めると

きも、することができる。 

４ 裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令に

おいて、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。 

 

（所有者不明建物管理命令） 

第２６４条の８ 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができ

ない建物（建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又

はその所在を知ることができない建物の共有持分）について、必要があると認めるとき

は、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者

不明建物管理人（第４項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において

同じ。）による管理を命ずる処分（以下この条において「所有者不明建物管理命令」とい

う。）をすることができる。 

２ 所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物

（共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物
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である建物）にある動産（当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又

は共有持分を有する者が所有するものに限る。）及び当該建物を所有し、又は当該建物の

共有持分を有するための建物の敷地に関する権利（賃借権その他の使用及び収益を目的

とする権利（所有権を除く。）であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建

物の所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。）に及ぶ。 

３ 所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不

明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とさ

れた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の

敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産に

ついて、必要があると認めるときも、することができる。 

４ 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令に

おいて、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。 

５ 第２６４条の３から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物

管理人について準用する。 

 

（管理不全土地管理命令） 

第２６４条の９ 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の

権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、

必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不

全土地管理人（第３項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。）による管理を

命ずる処分（以下「管理不全土地管理命令」という。）をすることができる。 

２ 管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にあ

る動産（当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有

する者が所有するものに限る。）に及ぶ。 

３ 裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令におい

て、管理不全土地管理人を選任しなければならない。 

 

（管理不全建物管理命令） 

第２６４条の１４ 裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人

の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合におい

て、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管

理不全建物管理人（第３項に規定する管理不全建物管理人をいう。第４項において同じ。）

による管理を命ずる処分（以下この条において「管理不全建物管理命令」という。）をす

ることができる。 

２ 管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産

（当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者

が所有するものに限る。）及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利（賃借

権その他の使用及び収益を目的とする権利（所有権を除く。）であって、当該管理不全建

物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限

る。）に及ぶ。 
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３ 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令におい

て、管理不全建物管理人を選任しなければならない。 

４ 第２６４条の１０から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管

理人について準用する。 

 

（相続財産の清算人の選任） 

第９５２条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相

続財産の清算人を選任しなければならない。 

２ 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、そ

の旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければ

ならない。この場合において、その期間は、６箇月を下ることができない。 

 

 

 

●空き家等対策の推進に関する特別措置法 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第１３条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置す

れば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状

態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基

本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空

家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指

導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の

状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大き

いと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不

全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置

について勧告することができる。 

 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めると

きは、家庭裁判所に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第２５条第１項の規定によ

る命令又は同法第９５２条第１項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をするこ

とができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると

認めるときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の８第１項の規定による命令の請求

をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要

があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の９第１項又は第２６４条

の１４第１項の規定による命令の請求をすることができる。 
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（特定空家等に対する措置） 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放

置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となる

おそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同

じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の

猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため

に必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相

当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を

命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理

人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わ

なければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によ

って命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前

項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な

証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項

の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）

の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせ

ることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその

措置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知

することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が

行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うこ

とができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置

を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措

置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村

長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限まで
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にその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要

した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状

態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環

境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第３項から第８項

までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にか

かわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又

は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第５条及び第

６条の規定を準用する。 

１３ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国

土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げ

てはならない。 

１５ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３章

（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を

図るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交

通省令・総務省令で定める。 

 


